
- 1 -

平成１９年度 国立大学法人 横浜国立大学 年度計画

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置

1)学士課程における教育の成果に関する目標を達成するための措置

①教養教育の成果に関する具体的目標の設定

平成１９年度から大学教育総合センターの新体制を中心に，各学部との連携を一層強化しつつ，カ

リキュラムの改革・評価・改善サイクルの検討・実施・整備を継続する。さらにキャリア教育の新し

いあり方について検討していく。

１．平成１８年度から改善された教養教育基礎科目，現代科目の区分に合わせて，科目を再編・

実施するとともに，平成１７年度以前の入学者に対して必要な教養教育授業科目を配慮してい

く。

２．専門教育への導入・橋渡しとなる授業科目の一層の充実を図る。

３ 「英語実習２」を新たに開講するなど，平成１８年度から実施された新たな英語授業の一層の．

充実を図るとともに，留学生に対する新たな授業や広報活動等の評価を行う。

４．国際理解教育を充実させるため，学外の機関，学校との連携を強化し，本学留学生の活用・

参加を促進する。国際交流科目の卒業単位としての認定の働きかけや，留学生の新入生の日本

語力に応じた日本語教育の提供などを行う。

５．ＧＰＡと授業評価の解析及びＦＤの推進により，授業改革案を検討する。

６．時限で設置した大学教育総合センターの存続を決定し，教養教育の実施体制を強化する。

②専門教育の成果に関する具体的目標の設定

各学部等の教育目的に照らして，より効果的な内容のカリキュラム・授業等の検討を行い，順次実

施する。

１．実践的な問題解決能力を向上させるため，学生参加型授業，地域連携による学習活動の活性

化及び連携を深める。

２．教室外での予習復習を充実するなどして，履修単位の上限設定を実質化する。

． ， ，３ ＧＰＡ制度を用いて成績評価の客観化を図り 学生自身が成績を自己評価できるようにして

教育指導に有効活用する。

． ， 。 「 」４ 授業評価とＧＰＡとの相関の解析に基づき 授業改善策を提示する 特に 授業改善計画書

の有効性等について検討する。

５．多様化する教育形態，学習世代の拡大，ＩＴ技術の普及等に関して本学の現状と社会の動向

を把握し，さらなる変革の方向性を検討する。

６．一定の基準をもとに学部間等の転属をより柔軟に行えるシステム，複数学部の卒業資格を必

要な期間内で得られる教育プログラムを検討する。

７．学部横断型の教育コース（地域交流科目）を充実するため，地域実践教育研究センターを設

置する。

2)大学院課程における教育の成果に関する目標を達成するための措置

博士課程（前期 ，博士課程（後期 ，専門職学位課程の各課程において，教育の改善に向けた具体） ）

的方策を検討し，実施する。

１．すでにＧＰＡを導入した課程等はその一層の充実を図るとともに，まだ導入していない課程等

においても導入に向けた具体的な作業等を行う。

２．単位互換制度の拡大と充実を図る。

３ 「再チャレンジ支援プログラム」を積極的に導入し，社会人教育等，生涯学習支援を推進・充実．

させる。

４．教職大学院の設置に関する検討を行うとともに，工学府に実務家養成のためのＰＥＤコース及

び建築家養成のための建築都市スクールを設置する。

５．高度リスクマネジメント技術者育成ユニットに加え，設置予定の統合的海洋教育・研究センタ

ーによる統合的海洋管理学を全学横断型の大学院教育コースとして設置する。
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3)学士課程及び大学院課程における卒業後の進路等に関する具体的目標の設定

１．厚生委員会，また教育人間科学部においては就職支援委員会などを中心に，進路希望及び進路

状況等を把握し，進路指導，就職支援態勢の一層の充実を図る。

２．工学府ＰＥＤのスタジオ教育など，専攻，学科，課程等の教育目標，育成人材像をさらに明確

化した教育プログラムを構築する。

３．各種の資格試験や国家試験の合格率あるいは合格者数の推移を調査し，合格率あるいは合格者

数の増加に向けた対策を講ずるとともに，その不断の見直しを行う。

4)学士課程及び大学院課程における教育の成果・効果の検証に関する具体的方策

１．企業・自治体等及び学部卒業者・大学院修了者に対する諸調査を実施する。

２．引き続き自己点検評価・外部評価を実施するとともに，改善方策を検討する。また，大学評価

・学位授与機構による大学機関別認証評価の受審及び法科大学院認証評価書の作成に向けた準備

を行う。

（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置

1)アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策

①学士課程

１．入試説明会，オープンキャンパス，ホームページ等各種広報活動においてアドミッション・

ポリシーの周知を強化する。またＡＯ入試など各種選抜方法の見直しを図る。

２．前期日程，後期日程，推薦入試， 入試等の役割を検証し，引き続き入学者選抜方法の改AO
善を図る。

DVD３．入試説明会，オープンキャンパス，ホームページの他，各種パンフレットや入試広報

等を活用して，アドミッション・ポリシー等を周知していく。

４．高校訪問，大学見学会，オープンキャンパス等を利用したり，本学学生及び本学教員の出身

校との連携を深めたりして，高校サイドとの意思疎通を深める。

５．新たな交流先大学と協定を結び，受け入れと派遣のバランスを取るように配慮する。

６．学部・大学院一貫教育の検討を行うとともに，既に設けている早期卒業・飛び級による大学

院進学制度を継続する。

②大学院課程

１．アドミッション・ポリシーの改善，入試改革等を行い，新たなコースやプログラムを設置す

るなどし，ホームページ掲載などでそれらの周知に努める。

２．留学生，社会人及び外国で課程を終えた日本人を対象にした入学資格及び入学試験の時期と

選抜方法について実態調査結果から，入学選抜システムの一層の弾力化を進める。

３．社会人入学者の履修基準・単位取得については，一層の柔軟化を進める。

４．博士課程（後期）における多様な選抜方法と入学資格の弾力化を，具体的に推進する。

５．勤労学生や社会人のためのリフレッシュコース，長期履修学生制度，再チャレンジ支援等を

継続的に実施する。

2)教育課程，教育方法，成績評価等に関する目標を達成するための措置

①学士課程

(ⅰ)教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策

【教養教育についての具体的方策】

語学の授業等の現状分析を行い，その改善を図るなど，教養教育の一層の改善を検討する。

１．インターンシップを中心にキャリア教育の充実を図り，併せて新しい科目の充実，さらには

学生参加型，双方向的授業方法の充実などを通して，教養教育全体の充実を進めていく。

２．くさび形履修形態の維持及び推進に努める。

３．大学教育総合センターを中心に，初習外国語の複線化の検討や，ネイティブスピーカーの活

用，ＣＡＬＬ及びＪＥＮＺＡＢＡＲ等のシステムの有効活用を通して，外国語教育の充実を図

る。

． 。４ アカデミックジャパニーズに関する共同研究の成果を日本語教育カリキュラムに反映させる

５．留学生対象の「日本語Ⅰ中級Ａ～Ｆ」の受講生のレベル・授業内容・科目数等の妥当性につ

いて現状分析し，必要があれば改善する。
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【専門教育についての具体的方策】

１．平成１９年度から新入生にキャリアデザインファイルを配布し，自らのキャリア形成の記録

として利用させる。

２．引き続き全学教員枠による教員配置状況の点検・評価に基づいて，カリキュラムの充実を図

る。

３．地元企業・地域との連携を深めるなどインターンシップの充実を図る。

４．社会的需要を踏まえ，工学部第二部の学生募集を停止する。

(ⅱ)授業形態，学習指導方法等に関する具体的方策

１．全学的に統一したシラバスを作成し，ホームページを通した公開を進める。

２．改善懇談会報告書を作成するなどして，教育・学習効果を高めるため，優れた教育方法を全

学に周知する。

３．授業評価アンケートの内容と対象の見直しと，アンケートに基づく教員による授業改善の具

体的効果を評価する。

４．少人数教育や対話型教育の推進，プロジェクト型授業の試行的導入等を検討するとともに，

情報機器などの設備の一層の充実を図る。

５．引き続き，ベストティーチャー賞の選考を行う。

(ⅲ)適切な成績評価等の実施に関する具体的方策

１．全ての講義等について，シラバスに明示した成績評価基準を点検する。

２．ＧＰＡ制度に基づくきめ細かな学生指導を実施するとともに，指導システムの改善を検討す

る。

３．成績優秀な学生の顕彰制度を継続するとともにこの制度の学生への周知を推進する。

②大学院課程

(ⅰ)教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策

１．大学院カリキュラムの編成を体系的かつニーズに応じた状況になる努力をする。また，副専

攻制の導入などの複合的な履修のしくみを検討する。

２．インターンシップの推進において，教員や大学院学生が社会の研究ニーズを共有できるよう

にする。

３．学部教育のバックグラウンドや研究分野の特性に応じて，基礎的な学部専門科目の受講を奨

励するなど，きめ細かな指導を推進する。

(ⅱ)授業形態，学習指導方法等に関する具体的方策

１．教育目的・目標に則し，授業形態，学習指導方法等の基準の見直しを引き続き行う。

２．全学統一のシラバス記載内容の充実と周知・公開を推進する。

３．教育用マルチメディアを活用した授業や双方向的授業，遠隔授業の拡大を推進する。

４．大学院学生の学会発表・学術誌投稿などの研究指導と経済支援体制を引き続き充実するとと

もに，制度の公開を推進する。

(ⅲ)適切な成績評価等の実施に関する具体的方策

１．大学院の講義に対して成績評価の分布を調べ，教育目標達成の視点から成績評価の厳密性，

多面的な評価の手法を検証する。

２．多様な観点からの授業評価方法を開発し，それに基づく評価を実施する。

３．学生に学位授与基準を公開し，周知する。

４．優秀な学生に対する顕彰を一層推進し，勉学に対するインセンティブを与える。

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

1)適切な教職員の配置等に関する具体的方策

１．学問内容の変化や社会からの要請に応える多様な教育を実施するために，学科，専攻等の改組

や全学教員枠の活用など，適切な教員配置を検討し，実施する。

２． ， 制度を積極的に推進し，大学院生への教育力の付与と学部学生への教育効果の向上をTA RA
図る。
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2)教育に必要な設備，図書館，情報ネットワークの活用・整備の具体的方策

１．新たな教育ニーズに対応した設備の整備のために，各部局において，全学的な視点から，附属

図書館，情報基盤センター，各学部等の連携を強化する。

２．講義棟，研究棟などのバリアフリー化を推進するため，優先順位を定め，順次改修する。

３．学生へのサービス提供の拡大をもたらすネットワーク環境を整備し，学生の自習活動，授業支

援，授業管理の効率的推進を図る。

４． などネットワークを活用した教育が円滑に運用できるシステム環境の整備を推進すe-Learning
る。

５．図書館が整備した電子ジャーナル及び文献情報データベースなどを有効に活用するネットワー

ク環境等の整備を推進する。

3)教育活動の評価及び評価結果を質の改善に繋げるための具体的方策

１．大学評価・学位授与機構の大学機関別認証評価の受審や自己点検評価，授業評価等を行い，教

育の質を改善する。また教育活動をはじめとする教員の個人評価の実施を促進する。

２．各学科，課程において「教育計画」の達成度評価に基づいて提案された教育改善策を実施し，

その効果を検証する。

３．個々の教員の教育に対する自己点検・自己評価結果を基に，教育の質の改善のためのインセン

ティブを与える。

4)教材，学習指導法等に関する研究開発及びＦＤに関する具体的方策

大学教育総合センターの 推進部が中心となり，学生による授業評価アンケート結果を有効に活FD
用して全学に教育改善策が提示できるシステムの構築を検討する。

5)学内共同教育等に関する具体的方策

教育の充実を図るため，附属図書館及び全学教育研究施設を活用する。特に，近年整備した電子ジ

ャーナル，文献情報データベースを利活用する情報リテラシー教育の支援を充実させる。

6)学部・研究科等の教育実施体制等に関する特記事項

様々な学習形態のニーズに適切に対応できるよう各学部等での教育実施体制の改善を進める。

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置

1)学習相談・助言・支援の組織的対応に関する具体的方策

１．オリエンテーション，キャリア教育，キャンパスボランティア等の充実により，学習支援･学習

相談体制を強化させる。

法曹実務専攻(専門職学位課程)では，アカデミックアドバイスチームによる学習支援・相談体

制を緊密化する。

２．オフィスアワーの活用の改善を検討するとともに，オフィスアワーの全学的導入を検討する。

３．再チャレンジ支援プログラムなどを活用した財政的支援措置の充実等を図る。

４．不登校・引きこもり学生へのメンタルヘルスを充実するために，保健管理センターのカウン

セリング体制，部局との連携体制の強化を検討する。

2)生活相談・就職支援等に関する具体的方策

１．保健管理センターを中心にしたメンタルケアの体制を充実させ，学部・大学院との連携体制を

構築する。

２．学生支援課，キャリアサポート室，学部・大学院，教育後援会等の協力の下に，就職支援体制

と就職支援活動を一層充実する。

３．インターンシップの推進がキャリアデザインの一環であることを浸透させる。

3)経済的支援に関する具体的方策

教育後援会と連携した海外留学の経済的支援，再チャレンジ支援プログラムの実施を図り，経済的

支援を充実させる。

4)課外活動の支援に関する具体的方策
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課外活動団体の届出制と連動した課外活動の支援の充実を図る。

5)社会人及び留学生等に対する配慮

１．留学生のホームカミングデーの開催を通し，卒業留学生，在学する留学生，教職員の交流の場

の提供と国内外卒業留学生のネットワーク作りを図る。また，大学全体のホームカミングデーも

開催する。

２．大学院では，社会人学生のニーズに応じた講義の夜間開講等，修学条件の一層の改善を図る。

３．就学の便宜のため，みなとみらい地区，弘明寺地区のサテライト教室の有効活用，電子メール

などの手段を活用した教育指導方法をさらに工夫する。

４．全学で連携して低廉な宿舎の確保に努め，宿舎情報の広報に努める。

５．留学生の学習･生活支援のための附属図書館サービス充実の検討をする。

２ 研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

1)目指すべき研究の方向性

教員個人の発想に基づき各学問分野の固有の課題に取り組むとともに，複数の教員の協力によるプ

ロジェクト研究の推進により，先進的，実践的研究成果を生み出し，広く社会に貢献する。

2)大学として重点的に取り組む領域

全学のセンター及び各部局で実施するプロジェクト研究の推進などにより，限られた人的資源を最

大限に活用して，本学独自の成果の創出と発信を図る。

１．本学の得意とする分野で新たな研究プロジェクトを立ち上げるとともに，学内各センターにお

ける研究活動を充実させる。地域実践教育研究センター，統合的海洋教育・研究センター，企業

成長戦略研究センター（仮称）を立ち上げる。

２ 「安心・安全」をキーワードに，理工学・社会科学を包含する総合的な研究を推進する。．

３．教育・人間科学に関する実践的，先進的研究を行う。

3)成果の社会への還元に関する具体的方策

１．論文・著書等による研究成果の発信や印刷媒体・電子媒体を通じた研究プロジェクトの紹介等

により，研究成果を社会に還元する。

２．共同研究・受託研究の増加に努めるとともに，その成果の評価を行い，共同研究・受託研究の

質的向上を目指す。

３．産学連携推進本部知的財産部門とよこはまティーエルオー株式会社が連携して技術移転活動を

活性化する。

また，共同研究推進センターでは，よこはまティーエルオー株式会社，ＮＰＯ法人ＹＵＶＥＣ

と共同して，引き続きリエゾンチームによる活動などを通して，教員の研究シーズと企業ニーズ

のマッチングを推進する。

４．公的機関の委員会，審議会等に積極的に参画する。

５．市民向けの著書・刊行物の発行と同時に，公開講座，サイエンスカフェなど多様な方法により

市民の理解に資する活動を展開する。

６．研究プロジェクトの紹介や研究成果の公開を推進する。

７ 「学術情報リポジトリ」を構築する。．

4)研究の水準・成果の検証に関する具体的方策

１．各分野で定める評価の高い学術雑誌，国際会議での発表等により水準・成果を検証する。

２．科学研究費補助金の申請増，獲得増や競争的研究資金の獲得などにより研究活動の活性化を図

る。

３．教育研究活動データベースを充実させる。

４．基礎研究と同様に優れた応用研究も推進し，実用性・有用性の高い成果は権利化して，技術移

転に結びつける。

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置
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1)適切な研究者等の配置に関する具体的方策

１．全学教員枠による教員の配置を見直し，適切な運用を実施する。

２．社会からの要請に応える先進的，学際的研究を柔軟な組織の中で的確に遂行する。

３．国内外の組織との連携を一層促進し，研究者の交流を活発化する。

４．多様な経験を有する人材を，弾力的な雇用形態により，教職員として採用する。

５．若手研究者育成のため，テニュア・トラックとして助教制度を積極的に活用する。また，若手

教員の活動を活性化するため，研究活動のスタートアップ経費などを充実する。

６．助教以外にも任期制の研究教員などの職階を導入し，若手研究者の自立を促す。

７．ＲＡ制度を活用し，研究成果の向上を図る。

８．研究成果を評価し，新たな目標の設定，組織の改編につなげる。

９．既存のプロジェクト研究を一層推進するとともに，成果の評価に基づいた新たなプロジェクト

研究の形成を図る。

１０．教員が研究に専念できるサバティカル制度を順次導入し，研究の活性化を図る。

2)研究資金の配分システムに関する具体的方策

１．教育研究高度化経費によるプロジェクト研究支援を継続する。

２．産学連携推進本部プロジェクト研究推進部門が，各部局のプロジェクト研究を取りまとめ，研

究の活性化を図る。

３．教育研究高度化経費の割合を前年度水準に維持し，各プロジェクト提案者からのヒアリングを

踏まえ，優れた研究に予算を積極的に配分する。

４．特許料収入を増加させ，発明者にインセンティブとして還元する。

3)研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策

１ 「横浜国立大学の設備機器の整備に関するマスタープラン」を踏まえて，重要な研究分野等につ．

いては，設備機器の優先的な充実を図る。

２ 「横浜国立大学の設備機器の整備に関するマスタープラン」に添って，設備・機器等の効果的運．

用を図る。

4)知的財産の創出，取得，管理及び活用に関する具体的方策

よこはまティーエルオー株式会社， 法人 と連携して，産学連携推進本部知的財産部門NPO YUVEC
における活動を強化し，技術移転収入の増加を目指す。

5)研究活動の評価及び評価結果を質の向上に繋げるための具体的方策

１．これまでに研究活動をはじめとする教員の個人評価を実施していない部局は，今年度中に評価

方法を整備し，順次実施する。

２．評価結果を組織の教育研究活性化に生かす。

6)学内共同研究等に関する具体的方策

１．産学連携に係る組織の機能を強化する。

２．情報基盤センターを設置し，教育・研究の支援を充実させる。

３．機器の維持管理向上並びに利用率向上を図るとともに，機器の更新策を検討する。

４．博士課程（前期・後期 ，ポスドクなど，様々な対象に行う起業家型人材育成教育を充実させる）

ため，外部機関・人材との連携及び広報活動を強化する。

５．安心・安全の科学研究教育センターにおける教育と研究を支援する。

６．地域実践教育研究センターを立ち上げる。

７．統合的海洋教育・研究センターを立ち上げる。

８．企業成長戦略研究センター（仮称）を立ち上げる。

7)学部・研究科・附置研究所等の研究実施体制等に関する特記事項

企業成長戦略研究センター（仮称）をはじめとする既存，新設の各センターを軸として国際共同研

究・産学官共同研究を推進する。

３ その他の目標を達成するための措置
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（１）社会との連携，国際交流等に関する目標を達成するための措置

１．学内センター等を通した国際連携を一層発展させる。

新たに発足させた「国際みなとまち大学リーグ（ＰＵＬ 」の継続的発展を図り，また交流校の）

増加と充実を図る。

２．留学生の受入れ，派遣のプログラムを充実させる。

国際交流科目の卒業単位化や英語による講義の増強を図る。学生の海外派遣も強化する。

３．国際連携拠点の設置に関して検討を進める。

1)地域社会等との連携・協力，社会サービス等に係る具体的方策

１．地域社会との連携協力を強化するため，外部から見た窓口をわかりやすく示すとともに，社会

のニーズを把握する組織を構築する。

「国際みなとまち大学リーグ（ＰＵＬ 」の活動や「国際交流パートナー」の活用で，地域との）

連携を深める。

２．社会連携推進のため，産学連携推進本部に地域連携推進室を設置する。

３．みなとみらい地区に設置したサテライト教室の有効活用を図り，社会サービスを充実する。

４．学内外を会場として，公開講座，リカレント教育，セミナー，研修会を積極的に開催する。

５．各種審議会，公的研究機関等の委員会・審議会等へ積極的に参加し，専門的立場からの助言等

により，地域社会の行政等の施策等への貢献を図る。

６．メディアホール等の利用及び図書の貸出など図書館の市民への開放を積極的に推進する。

． ， 。７ 社会人のための大学フェアやオープンキャンパスにより 本学の教育研究の成果を広く伝える

８．海外への情報発信の推進を図る多様な機会を捉え，海外大学との研究交流活動を推進する。

2)産学官連携の推進に関する具体的方策

１．共同研究・受託研究の量と質を高めるとともに，技術移転に力を注ぎ，産学連携コーディネー

ターを中心にリエゾン活動の一層の推進を図る。

２．研究成果を研究集会，シンポジウム等を通じて発信し，成果の社会還元を図る。

３．リエゾンチームによる活動などを通して，教員の研究シーズと企業ニーズのマッチングを推進

する。

４．連携講座等による教育の充実を図る。

５．公的機関の委員会・審議会に参加し，専門的見地から助言を行い，社会への発信を図る。

６．産学連携のために研究技術データベース集を発刊し，研究者を外部に紹介するとともに，産業

界等からのニーズの把握を円滑に行うためリエゾン機能を高め，本学の持つ研究資産・知的財産

の活用を図る。

3)地域の公私立大学等との連携・支援に関する具体的方策

教育，研究，産学連携のために，地域の大学との協力関係を一層深める。

4)留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究上の交流に関する具体的方策

国際交流科目の多様化と内容充実を図り，その卒業要件化を検討する。

． ， ，１ インターンシップなど留学生のための諸施策を一層充実させると同時に 日本人学生との融合

日本人学生の派遣も推進する。

２．留学生も含めた大学院生の国際会議派遣を援助する。

３．日本人学生の海外派遣の推進を図る。

5)教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策

１．卒業した留学生のネットワーク作りを推進する。

２．大学院生を含めて国際シンポジウムやセミナーの参加・交流を進める。

３．特にアジア各国との特色ある研究教育交流を推進する。

４．英語による教育の拡充を行う。

（２）附属学校に関する目標を達成するための措置

1)大学・学部との連携・協力の強化に関する具体的方策

１．附属学校部委員会のもとで，小中連携カリキュラムの具体化，図書情報の共有，教員養成推進
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プログラムの推進に向けた協力など，附属学校間や学部，研究科，教育実践総合センターとの連

携システムを構築し，学校現場への還元を行う。

２．学部，研究科と連携し，大学教員，附属学校教諭が相互にそれぞれの授業，研究に参画し，研

究成果の教育現場での検証や教員養成システムの高度化に向けた取り組みを行う。

３．学部や教育実践総合センターと連携し，教育委員会や公立学校の研修会，講座等への講師派遣

をさらに活発化する。

４．学校評議員制度の活用や県教育委員会との連携により，附属学校のあり方を検討し，附属将来

プランを策定するとともに，ニーズに応じた活動を展開する（公開講座，学校施設開放，センタ

ー的機能の充実など)。

2)学校運営の改善に関する具体的方策

１．外部評価制度を取り入れた学校評価システムの構築を図るとともに，目標達成度を確認し，次

年度の年度目標や重点課題を明確にする。

２．小中連携・特別支援学校との連携の強化に向けた小中合同研究会を継続・推進するとともに，

教育課程の研究や教科外活動の実践を行う。また，附属学校間の相互交換勤務の実現の検討を継

続する。

３．児童生徒の安全確保のため，関係各方面との連携の確認・強化，安全管理研修会の継続，安全

管理体制の確認と強化を実施する。

４．保護者及び地域住民等からゲスト講師招聘の効果と問題点を検討し，これらを有効に活用した

授業実践を行う。

５．学習支援ボランティアの積極的導入を引き続き継続する。

3)附属学校の目標を達成するための入学者選抜の改善に関する具体的方策

授業公開・学校説明会・公開セミナーを充実させ附属学校の特色の周知を図るとともに，附属小中

間の連絡入学の見直しを行う。

4)公立学校との人事交流に対応した体系的な教職員研修に関する具体的方策

１．横浜国立大学と神奈川県・横浜市・川崎市間で専門委員会設置要綱を制定し，円滑な人事交流

を図るとともに，神奈川県内の中核市との直接的人事交流についても検討する。

２．現職教員の研修等における研修への協力，研修の場の提供を継続・推進する。

３．附属学校教員が大学院で資質の向上を実現できる環境の整備に向け，附属学校，研究科の双方

についての検討を行う。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置

1)全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策

学長を補佐するため，理事，学長補佐，理事補佐に業務を分担させるとともに，役員･学長補佐･理

事補佐･事務局長等からなる会議の活用を図り，全学的な企画立案，その他重要事項の調整を支援し，

全学のコンセンサスの形成と役員会の意思決定の迅速化を図り，学長がリーダーシップを十分に発揮

できる体制を整備する。

2)運営組織の効果的・機動的な運営に関する具体的方策

役員・部局長合同会議をさらに有効活用し，部局間あるいは役員会との双方の情報流通を円滑にし

て，全学的視点による効果的な運営を行う。

3)学部長等を中心とした機動的な学部等運営に関する具体的方策

１．部局長の責任と権限の下，機動的・効果的な意思決定を行うため，各部局の実状に応じ，部局

長補佐等の配置などにより，部局の企画・立案・調整を機動的戦略的に行う。

２．各部局の状況に応じ，教授会の審議事項の精選，代議員制等などの活用により，引き続き機動

的な教授会等運営を行う。

4)教員・事務職員等による一体的な運営に関する具体的方策

引き続き，事務職員を各種委員会の正式メンバーとして参加させるなど，教員と事務職員が一体と
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なって大学運営を効果的・効率的に進められるよう，さらなる工夫・改善等を図る。

5)全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策

１．産学連携推進本部の活動体制及び機能・役割等を見直し，情報収集，情報提供及び知的財産の

活用等による外部資金獲得増等を図る。

２．教育研究費から学内の競争的資金を確保し，各プロジェクト提案者からのヒアリングを踏まえ

選定，配分する。また若手教員の活動を活性化するため，研究活動のスタートアップ経費を含む

教育研究経費を確保する。

引き続き，新たな教育研究組織の設置に対応するために，人的資源の有効的な運用として全学

的視点からの全学教員枠を適切に運用する。

全学共通利用スペースの配分ルールの見直しを図る。

6)学外の有識者・専門家の積極的任用に関する具体的方策

業務内容に応じ適切な学外の有識者，専門家を効果的に活用する。

7)内部監査機能の充実に関する具体的方策

効率的な監査を行えるよう監査事項に応じて，専門知識がある職員を任命するとともに，業務監査

体制の一層の充実を図り，研究機関における公的研究費の管理･監査のガイドライン（実施基準）に対

応した監査体制を検討・整備する。

8)国立大学間の自主的な連携・協力体制に関する具体的方策

国立大学法人間にある種々の連絡会等を活用しながら情報交換を行う。また，積極的に連合組織等

に参画して，連携・協力体制を進めていく。

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

1)教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策

組織評価等により，各部局の十分な連携・協力の下，概算要求検討会等で検討を進め，大学として

真に重要な事項を精選して，教育研究組織の整備に努める。

2)教育研究組織の見直しの方向性

１．大学の特色やこれまでの実績を基に，国内外のニーズや社会的ニーズを踏まえて，既存組織を

見直しつつ，重要性，緊急性等を踏まえて，可能なものから教育研究組織の整備を図る。

２．自己点検評価や外部専門家の意見等を踏まえて，社会的・学術的需要と各部局の教育目標及び

研究分野に適切に対応した教育研究組織の見直しを進める。

３．２１世紀 プログラムを充実・発展させた産業界も含めた社会のあらゆる分野で国際的に活COE
躍できる若手研究者の育成機能の強化と国際的に卓越した教育研究拠点の形成を図るため，グロ

ーバルＣＯＥプログラムに申請する。

産学連携分野については，産学連携推進本部が，新たな研究プロジェクトの立ち上げや発展・

組織化の支援を推進する。

３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置

1)人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策

各部局における各教員に対する業績評価を適切に昇給，勤勉手当に反映させ，より一層昇給，勤勉

手当をインセンティブとして活用する。

事務系職員の勤務評定にあっては，段階的試行を行い，本格導入に向けた課題の整理等を行う。

2)柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策

１．定年に達した優れた教員を本学の教育研究業務等に従事させるための制度を適切に運用する。

．「 」 「 」２ 全学教員枠 や特任教員にテニュア・トラックと位置付けた助教を導入した 有期雇用教職員

制度の一層の活用を図る。また，助教に年俸制を導入する。

3)任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策

部局の実情に応じ，引き続き公募制を積極的に活用するとともに，テニュア・トラックと位置付け
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た助教制度を活用するほか，任期制がより活用できるよう大学教員の雇用体系の見直しを検討し，教

員の流動性の向上を図る。

4)外国人・女性等の教員採用の促進に関する具体的方策

部局の特性に応じて多様な経歴・経験や出身基盤を持つ者の採用を促進する。

5)事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策

１．職員の専門性を高めるため，学内の研修を充実させるとともに，学外の研修に積極的に参加さ

せる。また，職員の一般的事務処理能力向上の観点から，幅広い知識の涵養に努める。

２．職員のキャリア形成や，組織等の活性化を図るために，引き続き大学等との人事交流を行う。

３．高度な専門的能力が要求される職種については，民間等からの採用を実施する。

6)中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策

人件費削減計画に基づき，引き続き，概ね１％の計画的な削減を図るとともに，学内定員と人件費

総枠の併用による人件費管理の中で，教職員の適性に配慮した効率的な配置を行う。

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

1)事務組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策

１．事務の合理化・効率化の観点から，事務組織の見直しを行う。

２．昨年度策定した「横浜国立大学事務職員能力向上４ヵ年計画」及び学外の研修制度を活用し，

積極的に専門的職員の養成に努める。

課長（事務長）補佐を副課長（事務長）として職務の役割を明確化するとともに，チーム制を

導入し，事務組織の弾力的運用に努める。

３．業務内容の見直しを行い，チーム制の導入を含め，業務の平準化及び事務の効率化を図る。ま

た，昼休みの窓口業務の体制を見直し，サービスの向上を図る。

４．新たな課題や複雑化，多様化するニーズに的確に対応するために，事務職員を機動的に配置で

きるよう計画的に一定枠を確保し，人的資源配置の精査を行い適正配置に努める。

2)複数大学による共同業務処理に関する具体的方策

複数大学との共同処理業務について検討し，可能なものから実施する。

3)業務のアウトソーシング等に関する具体的方策

組織の現状を踏まえ，業務の選別及び導入の可能性等について検討し可能な業務をアウトソーシン

グするなど継続的に見直しに努める。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

1)科学研究費補助金，受託研究，奨学寄附金等外部資金の増加に関する具体的方策

１．各部局において共同研究プロジェクトの推進・活性化を図るとともに，各省庁等の提案公募型

資金の獲得や民間等の各種技術課題に関する受託研究の情報を，産学連携推進本部から早期に提

供し，申請を奨励する。

また，科学研究費補助金公募への申請を積極的に推進する。

２．産学連携推進本部では，よこはまティーエルオー株式会社，NPO法人YUVECと連携し，リエゾン

チームによる活動などを通じて，各種助成金，各種競争的資金等の公募情報や企業等の研究ニー

ズに関する情報等を積極的に提供し，それら公募案件に対する申請を促す。

３．産学連携推進本部で，引き続きリエゾンチームによる研究室訪問を実施し，研究ポテンシャル

の調査を実施する。

４．ソフトウェアを含めた知的財産の技術移転について推進する。

５．産学連携推進本部は，神奈川県や横浜市との連携，及びリエゾンチームによる研究室訪問を実

， ， ，施し 受託研究・共同研究の増加に努めるとともに 間接経費の有効利用について再検討を行い

大学全体で活用できる予算の確保を推進する。

６．有料で実施している戦略的な公開講座等の内容のさらなる充実に努め，学外向け講座，セミナ
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ー，イベント等の情報の効率的・効果的な広報活動に努める。

2)収入を伴う事業の実施に関する具体的方策

引き続き貸出可能な施設及び料金体系等をホームページ等にて広くユーザーに広報し，自己収入の

確保に努める。

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

1)管理的経費の抑制に関する具体的方策

１．業務の合理化等の観点から，管理的経費の削減に努める。

電子化に向けた具体的な方策を検討し，効率化・合理化等をさらに推進する。

２．建物，設備等の修繕に関する経費の配分方式を見直し，全学的，計画的な修繕が行える体制の

構築を図るとともに，引き続き全学的な省エネルギーを図る。

また，設備等の保守管理業務を集約化及び複数年契約化し経費の節減を図る。

３．アウトソーシングの導入が効果的なものについて検討するとともに，費用対効果の観点から経

費削減案を検討し，実施を図る。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

１．資金管理・運用担当の補佐を整備し，資金運用に係る規則の改正や具体的運用のための運用方針

制定を行い，運用を行う。

２．外部に貸付可能な資産の貸付に関わる業務を引き続き外部委託し，経費の節減を図り，資産の効

率的・効果的運用を図る。

３．引き続き既存の施設の運用・活用を図るため，施設の点検調査を実施し，施設の弾力的・効率的

利用を図る。

． ， ， 。４ 剰余金が発生した場合には 経営努力認定を受け 計画的な教育研究環境の整備・充実に充てる

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

1)自己点検・評価の改善に関する具体的方策

大学情報データベースの構築に向けて，引き続き，自己点検・評価の基礎的資料，データの収集・

蓄積を実施する。

2)評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策

大学機関別認証評価受審，中期目標期間の暫定的な評価などに向けて自己点検・評価を実施し，評

価結果に基づき課題や改善点を整理し，対応に努める。

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置

1)大学情報の積極的な公開・提供及び広報に関する具体的方策

１．広報・渉外室の設置により，広報体制を強化し，広報の渉外関係の分野の充実を図り，バラン

スのとれた学内外向け広報活動を実現していく。

広報誌などを広告媒体として活用し，地域の民間企業等の広告を掲載することで経費の節減を

図るとともに，地域活動の活性化へ貢献していく。

ウェブサイト上で，ニーズのある行事等の動画を配信していき，充実度を高める。

ウェブサイトの情報内容を日々更新し，引き続き，新鮮度を高めていく。

２．教員の教育研究活動に関する教育研究活動データベースの有効性を維持するため，入力に迷う

事項や意見のあった事項について適宜修正を行うとともに，教員への周知を徹底し，プロフィー

ルや研究内容等をホームページで公表する。

「学術情報リポジトリ」など，他のデータベースとの連携について検討する。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置



- 12 -

1)施設等の整備に関する具体的方策

１．横浜国立大学大規模施設整備基本計画及び第２次国立大学等施設緊急整備５ケ年計画等に基づ

き策定された施設整備５ケ年整備構想の見直しを図る。

２．引き続き老朽施設で耐震構造の劣る施設の改修を実施する。また，教育研究支援施設，外国人

研究者・留学生の受入支援施設，学生支援・交流等のスペースの確保等，教育研究と一体的な施

設等について重点的な改修・改善整備に努める。また，新たな整備手法による整備の検討を進め

る。

2) 施設等の有効活用及び維持管理に関する具体的方策

１．引き続き施設の利用状況について計画的に調査を行い，施設の有効活用に努める。

２．大型改修により校舎等の整備を行う場合は，当該整備面積の２０％を全学共通利用スペースと

して確保する。

また，全学共通利用スペースは，利用形態に応じ，使用者の経費負担を実施する。

３．施設のリニューアル計画の見直しにより計画的修繕を行うための施設修繕基盤経費を創設し，

全学的な施設の機能保全の推進とインフラ整備により，良好な教育研究環境の確保に努める。

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

1) 労働安全衛生法等を踏まえた安全管理・事故防止に関する具体的方策

１．引き続き，全学の安全衛生委員会及び部局の安全衛生委員会が協力し，安全管理体制の円滑な

運用を図る。

危機管理体制の見直しを図る。

危険性・有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置の検討を行う。

２．放射線関連施設の管理体制及び利用者の安全管理体制を推進する。

３．引き続き構内のセキュリティ対策について点検調査を行い，必要な設備等の整備を図る。

４．引き続き大学エコキャンパス構築指針及び同行動計画に基づき，環境保全に努める。また，廃

棄物のリサイクルの推進，エネルギー管理標準に基づいた省エネ・省コスト対策を図る。

全学的に整備した薬品管理システムを運用し， 法指定物質等実験廃棄物の適切な処理にPRTR
努める。

2)学生・教職員の安全確保等に関する具体的方策

教職員，学生に対して，｢安全の手引き｣の配付等の徹底などにより，引き続き安全衛生の意識向上

を図る。

昨年度一本化し，体制の強化充実を図った全学的な防災・防火体制の充実に努める。

3)学生・教職員の安全衛生管理に関する具体的方策

１．健康診断の受診率を維持するとともに，蓄積した診断結果を活用して教職員の健康管理を支援

する新たな方策を検討する。

２．改正労働安全衛生法( )に対応した必要な措置を引き続き検討し，可能なものから順次実施18.4
する。

３．半自動除細動器の増設に努め，同機器の操作について，定期的に年２回の講習会を実施する。

Ⅵ 予算（人件費の見積もりを含む ，収支計画及び資金計画。）

別紙参照

Ⅶ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額

２３億円

２ 想定される理由

運営費交付金の受入の遅延及び予見しがたい事故等のために緊急に必要となる対策費として借入を

行うことも想定される。
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Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画

１ 財産の譲渡に関する計画

常盤台地区の土地の一部（横浜市保土ヶ谷区常盤台１５６番地先ほか，３，８９２．５５㎡）を譲渡

する。

２ 担保に供する計画の予定はない。

Ⅸ 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は，教育研究環境の整備，充実に充てる。

Ⅹ その他

１ 施設・設備に関する計画

施設・設備の内容 予定額(百万円) 財 源

小 規 模 改 修 ４７ 財務・経営センター施設費交付金（４７）

耐 震 対 策 事 業 ２，１１３ 施設整備費補助金（２，１１３）

（注）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や，老朽度

合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。

２ 人事に関する計画

1)人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策

各部局における各教員に対する業績評価を適切に昇給，勤勉手当に反映させ，より一層昇給，勤勉

手当をインセンティブとして活用する。

事務系職員の勤務評定にあっては，段階的試行を行い，本格導入に向けた課題の整理等を行う。

2)柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策

定年に達した優れた教員を本学の教育研究業務等に従事させるための制度を適切に運用する。

「全学教員枠」や特任教員にテニュア・トラックと位置付けた助教を導入した「有期雇用教職員」

制度の一層の活用を図る。また，助教に年俸制を導入する。

3)任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策

部局の実情に応じ，引き続き公募制を積極的に活用するとともに，テニュア・トラックと位置付け

た助教制度を活用するほか，任期制がより活用できるよう大学教員の雇用体系の見直しを検討し，教

員の流動性の向上を図る。

4)外国人・女性等の教員採用の促進に関する具体的方策

部局の特性に応じて多様な経歴・経験や出身基盤を持つ者の採用を促進する。

5)事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策

１．職員の専門性を高めるため，学内の研修を充実させるとともに，学外の研修に積極的に参加さ

せる。また，職員の一般的事務処理能力向上の観点から，幅広い知識の涵養に努める。

２． 職員のキャリア形成や，組織等の活性化を図るために，引き続き大学等との人事交流を行う。

３．高度な専門的能力が要求される職種については，民間等からの採用を実施する。

6)中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策

人件費削減計画に基づき，引き続き，概ね１％の計画的な削減を図るとともに，学内定員と人件費

総枠の併用による人件費管理の中で，教職員の適性に配慮した効率的な配置を行う。

総人件費改革の実行計画を踏まえ，概ね１％の人件費の削減を図る。

（参考１） 平成１９年度の常勤職員数 ９９９人
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また，任期付職員数の見込みを１４人とする。

（参考２） 平成１９年度の人件費総額見込み １０，９５１百万円（退職手当は除く）

（うち，総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額９，１０３百万円）



- 15 -

（別紙）予算，収支計画及び資金計画

１．予 算

平成１９年度 予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入

運営費交付金 ８，６６４

施設整備費補助金 ２，１１３

船舶建造費補助金 ０

施設整備資金貸付金償還時補助金 ０

補助金等収入 ３４

国立大学財務・経営センター施設費交付金 ４７

自己収入 ６，２５１

授業料及入学金検定料収入 ６，１３５

附属病院収入 ０

財産処分収入 ０

雑収入 １１６

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 １，２３２

長期借入金収入 ０

貸付回収金 ０

承継剰余金 ０

旧法人承継積立金 ０

目的積立金取崩 ３７５

計 １８，７１６

支出

業務費 １１，６１８

教育研究経費 １１，６１８

診療経費 ０

一般管理費 ３，６７２

施設整備費 ２，１６０

船舶建造費 ０

補助金等 ３４

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 １，２３２

貸付金 ０

長期借入金償還金 ０

国立大学財務・経営センター施設費納付金 ０

計 １８，７１６

[人件費の見積り]

期間中総額 １０，９５１百万円を支出する （退職手当は除く）。

（うち，総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額９，１０３百万円）

注： 運営費交付金」のうち平成１９年度当初予算額８，６１１百万円，「

前年度よりの繰越額のうち使用見込額５３百万円
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２．収支計画

平成１９年度 収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 １６，９８２

経常費用 １６，９８２

業務費 １５，９２４

教育研究経費 ３，１６１

診療経費 ０

受託研究費等 ８２６

役員人件費 ８８

教員人件費 ８，９６２

職員人件費 ２，８８７

一般管理費 ６５５

財務費用 ０

雑損 ０

減価償却費 ４０３

臨時損失 ０

収入の部 １６，６０７

経常収益 １６，６０７

運営費交付金 ８，６２０

授業料収益 ５，１３０

入学金収益 ８２４

検定料収益 ２３５

附属病院収益 ０

受託研究等収益 ８２６

補助金等収益 ２３

寄附金収益 ３７７

財務収益 ８

雑益 １６１

資産見返運営費交付金等戻入 １１６

資産見返補助金等戻入 １３４

資産見返寄附金戻入 １６

資産見返物品受贈額戻入 １３７

臨時利益 ０

純損失 （３７５）

目的積立金取崩益 ３７５

総利益 ０
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３．資金計画

平成１９年度 資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 ２１，４５３

業務活動による支出 １６，２４８

投資活動による支出 ２，４６８

財務活動による支出 ０

翌年度への繰越金 ２，７３７

資金収入 ２１，４５３

業務活動による収入 １６，１２８

運営費交付金による収入 ８，６１１

授業料及入学金検定料による収入 ６，１３５

附属病院収入 ０

受託研究等収入 ８２６

補助金等収入 ３４

寄附金収入 ４０６

その他の収入 １１６

投資活動による収入 ２，１６０

施設費による収入 ２，１６０

その他の収入 ０

財務活動による収入 ０

前年度よりの繰越金 ３，１６５
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（別表）学部の学科，研究科の専攻等

教育人間科学部 学校教育課程 ９２０人（うち教員養成に係る分野 ９２０人）

地球環境課程 ２００人

マルチメディア文化課程 ３６０人

国際共生社会課程 ３６０人

経済学部 経済システム学科 ４７４人

国際経済学科 ４７６人

経営学部 経営学科

昼間主コース ３００人

夜間主コース １２８人

会計・情報学科

昼間主コース ２８０人

経営システム科学科

昼間主コース ２６０人

国際経営学科

昼間主コース ２６０人

工学部 （第一部）

生産工学科 ５６０人

物質工学科 ６４０人

建設学科 ５２０人

電子情報工学科 ５８０人

知能物理工学科 ３６０人

（第二部）

生産工学科 ６０人

物質工学科 ６０人

教育学研究科 学校教育臨床専攻 １８人（うち修士課程 １８人）

学校教育専攻 ３２人（うち修士課程 ３２人）

障害児教育専攻 １６人（うち修士課程 １６人）

言語文化系教育専攻 ４０人（うち修士課程 ４０人）

社会系教育専攻 ３０人（うち修士課程 ３０人）

自然系教育専攻 ５０人（うち修士課程 ５０人）

生活システム系教育専攻 ２８人（うち修士課程 ２８人）

健康・スポーツ系教育専攻１６人（うち修士課程 １６人）

芸術系教育専攻 ３０人（うち修士課程 ３０人）

（ （ ） ）国際社会科学研究科 経済学専攻 ３８人 うち博士課程 前期 ３８人

（ （ ） ）国際経済学専攻 ３４人 うち博士課程 前期 ３４人

（ （ ） ）経営学専攻 ６０人 うち博士課程 前期 ６０人

（ （ ） ）会計・経営システム専攻 ３６人 うち博士課程 前期 ３６人

（ （ ） ）国際関係法専攻 ４８人 うち博士課程 前期 ４８人

（ （ ） ）国際開発専攻 ２３人 うち博士課程 後期 ２３人

（ （ ） ）グローバル経済専攻 ２７人 うち博士課程 後期 ２７人

（ （ ） ）企業システム専攻 ３４人 うち博士課程 後期 ３４人

（ （ ） ）国際経済法学専攻 ２１人 うち博士課程 後期 ２１人

法曹実務専攻 １５０人（うち専門職学位課程 １５０人）
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工学府 機能発現工学専攻 ２０７人

うち博士課程（前期） １５９人

博士課程（後期） ４８人

ｼｽﾃﾑ統合工学専攻 ２１７人

うち博士課程（前期） １６６人

博士課程（後期） ５１人

社会空間ｼｽﾃﾑ学専攻 １３５人

うち博士課程（前期） １０３人

博士課程（後期） ３２人

物理情報工学専攻 ２４４人

うち博士課程（前期） １８８人

博士課程（後期） ５６人

環境情報学府 環境生命学専攻 １１３人

うち博士課程（前期） ６８人

博士課程（後期） ４５人

環境システム学専攻 １２８人

うち博士課程（前期） ８０人

博士課程（後期） ４８人

情報ﾒﾃﾞｨｱ環境学専攻 １１５人

うち博士課程（前期） ７０人

博士課程（後期） ４５人

環境マネジメント専攻 ４４人

うち博士課程（前期） ３１人

博士課程（後期） １３人

環境ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 ２０人

うち博士課程（前期） １０人

博士課程（後期） １０人

環境ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 ４６人

うち博士課程（前期） ２８人

博士課程（後期） １８人

特別支援教育専攻科 ６０人

附属鎌倉小学校 ７２０人 学級数 １８

附属横浜小学校 ７６５人 学級数 １８

附属鎌倉中学校 ５２５人 学級数 １２

附属横浜中学校 ４０５人 学級数 ９

附属特別支援学校小学部 １８人 学級数 ３

附属特別支援学校中学部 １８人 学級数 ３

附属特別支援学校高等部 ２４人 学級数 ３


